
処理施設に関する事項

<産業廃棄物の処理施設>

設置場所 設置年月日 施設の種類 産業廃棄物の種類 処理能力 処理方式 構造及び設備の概要 許可証

①
岡山県岡山市南区

当新田442番3

(面積 :5,992m2)

平成10年 6月 9日
焼却施設
排ガス処理施設 1

同一処理能力焼却炉

汚泥、廃油、廃プラスチツク

類、その他の産業廃棄物(木

くず、感染性産業廃棄物など)

廃油 :48m3/日

廃プラスチツク類 :665t/日
バッチ方式

・ 焼却炉 :バッチ方式

※ 焼却方法がバッチ方式のため、焼却時に

廃棄物を追加投入することはできないこと。

・ 二次燃焼炉 :

燃焼ガス温度 :900℃以上

燃焼ガス滞留時間 :2秒以上

・ 排ガス処理施設 : 冷却洗浄塔

焼却灰の処分方法 :燃え殻を

管理型最終処分場にて埋立

別途記載



様式第 25号 (第 12条の 5関 係 )

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 置 許 可 証

平成  7年  7月 26日

住 所 岡山市当新田443番 地の 1

衛 生

設

氏 名 株式会社 セ ン タ ー

代表取締役 八 田 武 志

(法 人にあ っては名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定により、設置の許可を受

る。

許 可 の 年 月 日 平成  7年  7月 26日 許可番号 第 (8)-2号

施 設 の種 類 及 び

処 理 す る

産業廃棄物の種類

廃油及び廃 プラスチ ック

汚泥、廃油、廃 プラスチ

感染性産業廃棄物

頁の焼却施設

ンク類、紙 くず、木 くず、 ゴムくず、

岡山市当新 田441番 地、 442番 地の 3

廃油 :8ポ /日

廃プラスチ ック類 :0.95t/日

な し

1.施設 の設置 に当た っては、各種 関連法規 を遵守 す ること。

2.計 画 内容等 に変更が あ った場 合は当庁 に速やか に連 絡 し、

指示を受けること。

3.施 設 の使用前検査 申請書 を提 出 し、職員の検査 を受 け るこ

と。

設 置 場 所

処 理 能 力

許 可 の 条 件

留 意 事 項



様式第 25号 (第 12条の 5関係 )

産 業 廃 棄 物 処 理 「改

平成  7年  7月 26日

所

名

住

氏

岡山市当新田443番 地の 1

株式会社 衛 生 セ ン タ ー

代表取締役 八 田 武 志

(法 人にあっては名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定により 、

敬

設置の許可を受

許 可 の 年 月 日 平成 7年  7月 26日 許可番号 第 (8)-1号

施設 の種類 及び

処 理 す る

産業廃棄物の種類

廃油及び廃プラスチック類の焼却施設

汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、

感染性産業廃棄物

設 置 場 所 岡山市当新田441番 地、 442番 地の 3

処 理 能 力

廃油 :8ポ /日

廃 プラスチ ック類 : 0. 95t/日

許 可 の 条 件 な  し

留 意 事 項

1.施設 の設置 に当た っては、各種 関連法規 を遵守す ること。

2.計 画 内容等 に変更があ った場合 は当庁 に速 やかに連絡 し、

指示を受けること。

3.施 設 の使 用前検査 申請書 を提 出 し、職員 の検査 を受け るこ

と。

鋤双施


